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平成２８年労第３０２号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養給付たる療養の費

用を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、Ａ所在のＢ会社（以下「会社」という。）に派遣労働者として雇用

され、Ｃ所在のＤ会社（以下「派遣先会社」という。）において、事務職として

就労していた。 

請求人によると、通勤途中と勤務中に階段の昇降が続いたことにより、平成○

年○月○日に右膝の外側に痛みの症状を自覚し、同年○月○日、Ｅ整形外科に受

診したところ、「右腸脛靭帯炎」 (以下「本件疾病」という。)と診断された。 

請求人は、本件疾病を発症したのは通勤に伴うもの及び業務上の事由によるも

のであるとして、監督署長に療養の費用請求をしたところ、監督署長は、請求人

に発症した本件疾病は通勤に伴うものとは認められないとして、これを支給しな

い旨の処分をした。 

請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却し

たので、請求人は、更にこの決定を不服として、本件再審査請求に及んだもので

ある。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 
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（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人に発症した本件疾病が通勤による疾病であると認められる

か否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人は、療養給付たる療養の費用請求書において、災害原因及び発生状況

について、「会社へ向かう途中と勤務中に階段の昇降が続き、右膝の外側に痛み

発症した」と記載しているものの、平成○年○月○日付け電話聴取書において、

要旨、「あくまでも出勤時にＦ駅出口から地上に出る際、階段を使用していたこ

とが原因であるとして通勤災害の申請をしている。」旨述べていることから、請

求人に発症した本件疾病が、通勤による疾病であるか否か、以下、検討する。 

（２）Ｇ医師は、平成○年○月○日付け意見書において、本件疾病と診断した上で、

「右腸脛靭帯部に圧痛あり、エックス線、ＭＲＩにて明らかな所見無し、階段

昇降などの負荷によって発症した可能性は否定できない。」と述べている。 

（３）一方、Ｈ医師は、平成○年○月○日付け意見書において、「通勤途中での階段

の昇り降り動作であり、通勤災害にはあたらない。」と述べている。 

（４）以上のように、Ｇ医師は、本件疾病の原因について、階段昇降などの負荷に

よる可能性を否定できないと述べているものの、明確な発生原因について述べ

ているわけではなく、あくまで可能性について述べているに過ぎず、当審査会

としては、Ｈ医師の意見が妥当なものと思料する。 

また、請求人の主張する通勤時の階段は、地下一階から地上に通じるもので

あって、社会通念上、考えられる通勤時の階段昇降の利用頻度の範囲内と認め

られることから、決定書理由に説示するとおり、ランニングによる過激な運動

の負荷と同様に考えることは困難である。さらに、建物一階に相当する程度の

階段の昇降は、通勤に限らず日常生活においても一般的に行われる動作である

ことから、当審査会としても、本件疾病の原因が、通勤に伴う階段昇降に起因
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していることが明らかであるとは認められないものと判断する。 

３ 以上のとおりであるから、監督署長が請求人に対してした療養の費用請求を支

給しない旨の処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 


